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令和 ８ 年 ２ 月 18 日（水曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 １２ 　号）

　　　　規　　　則
○石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則の一部を改
　正する規則 （地域医療政策課）　１

〇石川県地域医療支援医師修学資金貸与条例施行規則及
　び石川県緊急医師確保修学資金貸与条例施行規則の一
　部を改正する規則 （　　同　　）　９

規　　　　　　　　則

　 石 川 県 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 八 年 二 月 十 八 日

 石 川 県 知 事 　 　 馳 　 　 　 　 　 　 　 　 浩 　

石 川 県 規 則 第 四 号

　 　 　 石 川 県 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 石 川 県 規 則 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 一 条 の 二 中 「 看 護 師 等 」 を 「 条 例 第 一 条 の 看 護 師 等 （ 以 下 「 看 護 師 等 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 「 を い う 。 」 の 下 に

「 以 下 同 じ 。 」 を 加 え 、 同 条 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

（ 特 定 養 成 施 設 ）

第 一 条 の 三 　 条 例 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 特 定 養 成 施 設 （ 以 下 「 特 定 養 成 施 設 」 と い う 。 ） は 、 同 条 第 一 項 の 養 成 施

設 （ 同 項 第 三 号 に 掲 げ る も の に 限 る 。 ） の う ち 、 県 が 行 う 看 護 師 の キ ャ リ ア 形 成 支 援 （ 同 条 第 五 項 の 看 護 師 の キ ャ

リ ア 形 成 支 援 を い う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） に 協 力 す る も の と し て 知 事 が 別 に 定 め る も の と す る 。

２ 　 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 特 定 養 成 施 設 を 定 め た と き は 、 こ れ を 告 示 す る も の と す る 。

（ 特 定 医 療 機 関 ）

第 一 条 の 四 　 条 例 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 特 定 医 療 機 関 （ 以 下 「 特 定 医 療 機 関 」 と い う 。 ） は 、 県 が 行 う 看 護 師 の

キ ャ リ ア 形 成 支 援 に 協 力 す る 医 療 機 関 で あ つ て 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の と し て 知 事 が 別 に 定 め る も の と す

る 。

　 一 　 県 内 に 所 在 す る 病 院 で あ つ て 、 新 た に 業 務 に 従 事 す る 看 護 師 に 対 す る 臨 床 研 修 に 係 る 組 織 及 び 体 制 の 充 実 が 図

ら れ て い る も の （ 次 号 に 掲 げ る 病 院 を 除 く 。 ）

　 二 　 市 町 又 は 地 方 公 共 団 体 の 組 合 が 開 設 す る 病 院 で あ つ て 、 看 護 師 が 不 足 し 、 又 は 不 足 す る と 見 込 ま れ る 県 内 の 地

域 に お け る 医 療 の 確 保 に 資 す る も の

２ 　 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 特 定 医 療 機 関 を 定 め た と き は 、 こ れ を 告 示 す る も の と す る 。

　 第 二 条 第 一 項 第 一 号 中 「 推 せ ん 書 」 を 「 推 薦 書 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 又 は 別 記 様 式 第 三 号 」 を 削 り 、 同 条 第 三

項 中 「 別 記 様 式 第 三 号 の 二 」 を 「 別 記 様 式 第 三 号 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 推 せ ん 書 」 を 「 推 薦 書 」 に 改 め 、 同 条 第

四 項 中 「 前 三 項 」 を 「 前 各 項 」 に 、 「 又 は 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 」 を 「 、 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 又

は 看 護 師 キ ャ リ ア 形 成 支 援 修 学 資 金 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 　 条 例 第 二 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 看 護 師 キ ャ リ ア 形 成 支 援 修 学 資 金 （ 以 下 「 看 護 師 キ ャ リ ア 形 成 支 援 修 学 資 金 」 と

い う 。 ） の 貸 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 保 証 人 と な る べ き 者 を 定 め 、 別 記 様 式 第 一 号 に よ る 申 請 書 に 次 に 掲 げ る 書

類 を 添 え て 、 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

　 一 　 在 学 す る 特 定 養 成 施 設 の 長 の 推 薦 書

　 二 　 在 学 す る 特 定 養 成 施 設 又 は 当 該 特 定 養 成 施 設 に 入 学 し 、 若 し く は 入 所 す る 直 前 に 在 学 し た 学 校 の 学 業 成 績 証 明

書

目　　　　　　　　　　　次
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　 第 三 条 中 「 第 三 項 」 を 「 第 四 項 」 に 改 め る 。

　 第 五 条 第 一 項 中 「 及 び 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 」 を 「 、 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 及 び 看 護 師 キ ャ リ ア

形 成 支 援 修 学 資 金 」 に 改 め る 。

　 第 六 条 第 二 項 た だ し 書 中 「 第 十 一 号 」 を 「 第 十 三 号 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 条 例 第 一 条 の 看 護 師 等 （ 以 下 「 看 護

師 等 」 と い う 。 ） 」 を 「 看 護 師 等 」 に 改 め 、 同 項 中 第 十 一 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 十 号 を 第 十 二 号 と し 、 第 九 号 を 第 十 一

号 と し 、 第 八 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

　 九 　 看 護 師 と し て 特 定 医 療 機 関 に 就 業 し た と き （ 看 護 師 キ ャ リ ア 形 成 支 援 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 場 合 に 限 る 。 次

号 に お い て 同 じ 。 ） 。

　 十 　 看 護 師 と し て 勤 務 す る 特 定 医 療 機 関 を 変 更 し た と き 。

　 第 八 条 第 一 項 中 「 、 看 護 師 等 修 学 資 金 」 の 下 に 「 、 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 及 び 看 護 師 キ ャ リ ア 形 成 支 援 修

学 資 金 」 を 、 「 大 学 院 修 学 資 金 」 の 下 に 「 及 び 看 護 教 員 修 学 資 金 」 を 加 え 、 「 看 護 教 員 修 学 資 金 に あ つ て は 別 記 様 式 第

六 号 に よ る 返 還 届 出 書 を 、 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 に あ つ て は 別 記 様 式 第 六 号 の 二 に よ る 返 還 届 出 書 を 」 を 削

り 、 同 条 第 二 項 中 「 及 び 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 」 を 「 、 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 及 び 看 護 師 キ ャ リ ア

形 成 支 援 修 学 資 金 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 別 記 様 式 第 七 号 」 を 「 別 記 様 式 第 六 号 」 に 改 め る 。

　 第 九 条 第 一 項 中 「 別 記 様 式 第 八 号 か ら 別 記 様 式 第 十 号 の 二 ま で 」 を 「 別 記 様 式 第 七 号 」 に 改 め る 。

　 第 十 条 中 「 第 四 項 」 を 「 第 五 項 」 に 、 「 同 条 第 五 項 」 を 「 同 条 第 六 項 」 に 、 「 別 記 様 式 第 十 一 号 か ら 別 記 様 式 第 十 四

号 ま で 」 を 「 別 記 様 式 第 八 号 」 に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 三 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。
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　 第 三 条 中 「 第 三 項 」 を 「 第 四 項 」 に 改 め る 。

　 第 五 条 第 一 項 中 「 及 び 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 」 を 「 、 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 及 び 看 護 師 キ ャ リ ア

形 成 支 援 修 学 資 金 」 に 改 め る 。

　 第 六 条 第 二 項 た だ し 書 中 「 第 十 一 号 」 を 「 第 十 三 号 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 条 例 第 一 条 の 看 護 師 等 （ 以 下 「 看 護

師 等 」 と い う 。 ） 」 を 「 看 護 師 等 」 に 改 め 、 同 項 中 第 十 一 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 十 号 を 第 十 二 号 と し 、 第 九 号 を 第 十 一

号 と し 、 第 八 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

　 九 　 看 護 師 と し て 特 定 医 療 機 関 に 就 業 し た と き （ 看 護 師 キ ャ リ ア 形 成 支 援 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 場 合 に 限 る 。 次

号 に お い て 同 じ 。 ） 。

　 十 　 看 護 師 と し て 勤 務 す る 特 定 医 療 機 関 を 変 更 し た と き 。

　 第 八 条 第 一 項 中 「 、 看 護 師 等 修 学 資 金 」 の 下 に 「 、 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 及 び 看 護 師 キ ャ リ ア 形 成 支 援 修

学 資 金 」 を 、 「 大 学 院 修 学 資 金 」 の 下 に 「 及 び 看 護 教 員 修 学 資 金 」 を 加 え 、 「 看 護 教 員 修 学 資 金 に あ つ て は 別 記 様 式 第

六 号 に よ る 返 還 届 出 書 を 、 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 に あ つ て は 別 記 様 式 第 六 号 の 二 に よ る 返 還 届 出 書 を 」 を 削

り 、 同 条 第 二 項 中 「 及 び 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 」 を 「 、 地 域 医 療 支 援 看 護 師 等 修 学 資 金 及 び 看 護 師 キ ャ リ ア

形 成 支 援 修 学 資 金 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 別 記 様 式 第 七 号 」 を 「 別 記 様 式 第 六 号 」 に 改 め る 。

　 第 九 条 第 一 項 中 「 別 記 様 式 第 八 号 か ら 別 記 様 式 第 十 号 の 二 ま で 」 を 「 別 記 様 式 第 七 号 」 に 改 め る 。

　 第 十 条 中 「 第 四 項 」 を 「 第 五 項 」 に 、 「 同 条 第 五 項 」 を 「 同 条 第 六 項 」 に 、 「 別 記 様 式 第 十 一 号 か ら 別 記 様 式 第 十 四

号 ま で 」 を 「 別 記 様 式 第 八 号 」 に 改 め る 。

　 別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 三 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。
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別記様式第１号（第２条関係）
 年　　　月　　　日　　
　　　石川県知事　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

修学資金貸与申請書

　 　修学資金の貸与を受けたいので、石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則第２条第１項（第４項）の規定に
より、次のとおり申請します。

貸与を希望する
修　学　資　金
貸与金額
（月　額）

円　 期間
年　　　　月　　　　日から
年　　　　月　　　　日まで

住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　（　　　　）

（ふりがな）
（
特
定
養
成
施
設
）

養
成
施
設

名　　　称
（　　　学科　　　学年）

氏名及び
生年月日

年　　　月　　　日生

入学年月日 年　　　月　　　日

卒業予定年月日 年　　　月　　　日

学　　歴

保
証
人

住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　（　　　　）

（ふりがな）
続　柄氏名及び

生年月日 年　　　月　　　日生

勤務先及び職業 年所得額 万円

家
族
の
状
況

氏　　　　名 続柄 年齢
同居・
別居の別

勤務先及び職業
年所得額
（万円）

備　　考

1 同・別

2 同・別

3 同・別

4 同・別

5 同・別

6 同・別

　（注）必要書類を添付すること。
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別記様式第２号（第２条関係）
 年　　　月　　　日　　
　　　石川県知事　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

修学資金貸与申請書

　 　修学資金の貸与を受けたいので、石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則第２条第２項の規定により、次の
とおり申請します。

貸与を希望する
修　学　資　金
貸与金額
（月　額）

円 期間
年　　　　月　　　　日から
年　　　　月　　　　日まで

住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　（　　　　）

（ふりがな）
氏名及び
生年月日 年　　　月　　　日生

大学院
（大学）

名　　　称

研究科・課程
（学科）

入学年月日 年　　　月　　　日
修了予定
年月日

年　　　月　　　日

保
証
人

住　　所
　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　（　　　　）

（ふりがな）
続
柄氏名及び

生年月日 年　　　月　　　日生

勤務先及び職業 年所得額 万円

　（注）必要書類を添付すること。
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別記様式第２号（第２条関係）
 年　　　月　　　日　　
　　　石川県知事　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

修学資金貸与申請書

　 　修学資金の貸与を受けたいので、石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則第２条第２項の規定により、次の
とおり申請します。

貸与を希望する
修　学　資　金
貸与金額
（月　額）

円 期間
年　　　　月　　　　日から
年　　　　月　　　　日まで

住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　（　　　　）

（ふりがな）
氏名及び
生年月日 年　　　月　　　日生

大学院
（大学）

名　　　称

研究科・課程
（学科）

入学年月日 年　　　月　　　日
修了予定
年月日

年　　　月　　　日

保
証
人

住　　所
　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　（　　　　）

（ふりがな）
続
柄氏名及び

生年月日 年　　　月　　　日生

勤務先及び職業 年所得額 万円

　（注）必要書類を添付すること。
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別記様式第３号（第２条関係）
 年　　　月　　　日　　
　　　石川県知事　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

地域医療支援看護師等修学資金貸与申請書

　 　地域医療支援看護師等修学資金の貸与を受けたいので、石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則第２条第３
項の規定により、次のとおり申請します。

貸与金額
（月　額）

円　 期間
　　年　　　　月　　　　日から
　　年　　　　月　　　　日まで

住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　（　　　　）

（ふりがな）

養
成
施
設

名　　　称
（　　　学科　　　学年）

氏名及び
生年月日

年　　　月　　　日生

入学年月日 年　　　月　　　日

卒業予定年月日 年　　　月　　　日

学　　歴

養成施設を卒業後就業を希望する指定医療機関の名称 病院

保
証
人

住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　（　　　　）

（ふりがな）
続　柄氏名及び

生年月日 年　　月　　日生

勤務先及び職業 年所得額 万円

家
族
の
状
況

氏　　　　名 続柄 年齢
同居・
別居の別

勤務先及び職業
年所得額
（万円）

備　　考

1 同・別

2 同・別

3 同・別

4 同・別

5 同・別

6 同・別

　（注）必要書類を添付すること。
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　 別 記 様 式 第 三 号 の 二 を 削 る 。

　 別 記 様 式 第 四 号 及 び 別 記 様 式 第 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第４号（第８条関係）
 年　　　月　　　日　　
　　　石川県知事　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　－　　　　－

修学資金返還届出書

　 　貸与を受けた修学資金を返還したいので、石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則第８条第１項の規定によ
り、次のとおり届け出ます。

貸 与 を 受 け た
修 学 資 金
養成施設（特定養
成施設）の名称

貸 与 期 間 年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日まで

貸 与 金 額 円 返 還 金 額 円

返 還 方 法
１　一括払い
２　月賦均等払い　　（　　　　　　回払い）
３　半年賦均等払い　（　　　　　　回払い）

返 還 の 理 由



6 令和８年２月 18 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

　 別 記 様 式 第 三 号 の 二 を 削 る 。

　 別 記 様 式 第 四 号 及 び 別 記 様 式 第 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第４号（第８条関係）
 年　　　月　　　日　　
　　　石川県知事　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　－　　　　－

修学資金返還届出書

　 　貸与を受けた修学資金を返還したいので、石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則第８条第１項の規定によ
り、次のとおり届け出ます。

貸 与 を 受 け た
修 学 資 金
養成施設（特定養
成施設）の名称

貸 与 期 間 年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日まで

貸 与 金 額 円 返 還 金 額 円

返 還 方 法
１　一括払い
２　月賦均等払い　　（　　　　　　回払い）
３　半年賦均等払い　（　　　　　　回払い）

返 還 の 理 由
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別記様式第５号（第８条関係）
 年　　　月　　　日　　
　　　石川県知事　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　－　　　　－

修学資金返還届出書

　 　貸与を受けた修学資金を返還したいので、石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則第８条第１項の規定によ
り、次のとおり届け出ます。

貸 与 を 受 け た
修 学 資 金

大 学 院
（ 大　　　　 学 ）

名　　　称

研究科・課程
（学科）

貸 与 期 間 年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日まで

貸 与 金 額 円 返 還 金 額 円

返 還 方 法
１　一括払い
２　月賦均等払い　　（　　　　　　回払い）
３　半年賦均等払い　（　　　　　　回払い）

返 還 期 間 年　　　月　　　日から　　　　　年　　　月　　　日まで

返 還 額 第１回目　　　　　　　　円 第２回目以降　　　　　　　　円

返 還 の 理 由

　 別 記 様 式 第 六 号 及 び 別 記 様 式 第 六 号 の 二 を 削 り 、 別 記 様 式 第 七 号 中
「

　　　　
氏
　

名
保証人
　

住
　

所

　　　　
氏
　

名 」
を

「

　　　　
氏
　

名

　　　　
ＴＥＬ

保証人
　

住
　

所

　　　　
氏
　

名

　　　　
ＴＥＬ 」

に 改

め 、 「､ 」 の 次 に 「石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則第８条第４項の規定により､ 」 を 加 え 、

「 貸与を受けた額 」 を
「 貸 与 金 額 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 六 号 と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加

え る 。



8 令和８年２月 18 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

別記様式第７号（第９条関係）
 年　　　月　　　日　　
　　　石川県知事　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　－　　　　－

修学資金返還猶予申請書

　 　貸与を受けた修学資金の返還の猶予を受けたいので、石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則第９条第１項
の規定により、次のとおり申請します。

貸 与 を 受 け た
修 学 資 金

 

貸 付 け 決 定
年 月 日

決定番号

貸 与 金 額 円 既 返 還 額 円

返 還 未 済 額 円 猶 予 申 請 額 円

猶 予 申 請 期 間 年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日まで

猶予を受けよう
と す る 理 由

備 考
（ 就 業 計 画 等 ）

　（注）１　必要書類を添付すること。
　　　　２　貸付け決定欄の年月日及び決定番号は、全て記入すること。

　 別 記 様 式 第 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別記様式第７号（第９条関係）
 年　　　月　　　日　　
　　　石川県知事　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　－　　　　－

修学資金返還猶予申請書

　 　貸与を受けた修学資金の返還の猶予を受けたいので、石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則第９条第１項
の規定により、次のとおり申請します。

貸 与 を 受 け た
修 学 資 金

 

貸 付 け 決 定
年 月 日

決定番号

貸 与 金 額 円 既 返 還 額 円

返 還 未 済 額 円 猶 予 申 請 額 円

猶 予 申 請 期 間 年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日まで

猶予を受けよう
と す る 理 由

備 考
（ 就 業 計 画 等 ）

　（注）１　必要書類を添付すること。
　　　　２　貸付け決定欄の年月日及び決定番号は、全て記入すること。

　 別 記 様 式 第 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別記様式第８号（第10条関係）
 年　　　月　　　日　　
　　　石川県知事　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　－　　　　－

修学資金返還債務（全部・一部）免除申請書

　 　貸与を受けた修学資金の返還債務の免除を受けたいので、石川県看護師等修学資金貸与条例施行規則第10条の
規定により、次のとおり申請します。

貸 与 を 受 け た
修 学 資 金

貸 付 け 決 定
年 月 日

決定番号

貸 与 金 額 円

免 除 申 請 額 円 返 還 金 額 円

免除を受けよう
と す る 理 由

就業施設（機関）名
及 び
就 業 期 間

年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日まで
年　　　月　　　日から　　　　　　年　　　月　　　日まで

一部免除の場合は
返 還 金 額 の
返 還 方 法

１　一括払い
２　月賦均等払い　　（　　　　　　回払い）
３　半年賦均等払い　（　　　　　　回払い）

　（注）１　必要書類を添付すること。
　　　　２　貸付け決定欄の年月日及び決定番号は、全て記入すること。

　 別 記 様 式 第 九 号 か ら 別 記 様 式 第 十 四 号 ま で を 削 る 。

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 改 正 前 の 石 川 県 看 護 師 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調

整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

　 石 川 県 地 域 医 療 支 援 医 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 及 び 石 川 県 緊 急 医 師 確 保 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 令 和 八 年 二 月 十 八 日

 石 川 県 知 事 　 　 馳 　 　 　 　 　 　 　 　 浩 　

石 川 県 規 則 第 五 号
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（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県
印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

　 　 　 石 川 県 地 域 医 療 支 援 医 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 及 び 石 川 県 緊 急 医 師 確 保 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則

　 　 　 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 石 川 県 地 域 医 療 支 援 医 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 　 石 川 県 地 域 医 療 支 援 医 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 八 年 石 川 県 規 則 第 四 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　 　 第 二 条 中 「 又 は 外 科 」 を 「 、 外 科 、 救 急 科 又 は 総 合 診 療 科 」 に 改 め る 。

　 　 第 九 条 の 二 を 削 る 。

　 　 第 十 条 第 一 項 中 「 （ 前 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 「 条 例 第 八 条 」 を

「 条 例 第 八 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 」 に 改 め る 。

　 　 別 記 様 式 第 一 号 中

「１
　

小児科 （小児外科を含む｡ ）

　
２
　

産科 （産婦人科を含む｡ ）

　
３
　

麻酔科
　

４
　

外科 （脳神経外科を含
む｡ ）

」
を

「１
　

小児科 （小児外科を含む｡ ）

　
２
　

産科 （産婦人科を含む｡ ）

　
３
　

麻酔科
　

４
　

外科 （脳神経外科を含
む｡ ）

　
５
　

救急科
　

６
　

総合診療科

」
に

　 改 め る 。

（ 石 川 県 緊 急 医 師 確 保 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 　 石 川 県 緊 急 医 師 確 保 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 規 則 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　 　 第 十 条 第 一 項 中 「 条 例 第 八 条 」 を 「 条 例 第 八 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 地 域 医 療 支 援 医 師 修 学 資 金 貸

与 条 例 施 行 規 則 第 二 条 及 び 別 記 様 式 第 一 号 の 改 正 規 定 並 び に 次 項 の 規 定 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 地 域 医 療 支 援 医 師 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙

は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。


